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税制改正 

2024 年税法改正案（国税および地方税）、国会の本会議を通過 
 

国会は 2024 年 12 月 10 日（火）法人税法等の総 13 本の税法改正案（国税）を、2024 年 12 年 26 日（木）地方税法等の総 5 本の税法

改正案（地方税）を各々議決しました。そのうち、企画財政部が 2024 年 9 月 2 日（月）国会に提出した税法改正案（国税）比の主な修正内

容は次の通りです。 

 

主要修正内容  

 

█ 租税特例制限法 

○ 株主還元促進税制（*）の導入 ⇒ 削除 

– （*）株主還元を拡大した企業に対する法人税の税額控除、個人株主に対する配当所得分離課税 

 

○ 統合雇用税額控除の支援方式の改善 ⇒ 現行維持 

– 【現行】 常時勤労者数の増加時、中小・中堅 3 年、大企業 2 年間控除するが、税額控除後、2 年以内に常時労働者数が減少する

場合、減少人数分を追徴 

 

○ 電子申告税額控除の縮小 ⇒ 現行維持 

– 【現行】（税額控除額）総合所得税、譲渡所得税、法人税 1件当たり 2万ウォン／付加価値税 1件当たり 1万ウォン、（控除限度）

税務代理人 300 万ウォン、税務法人 750 万ウォン 

 

○ 海外資源開発投資税額控除の適用範囲の拡大 ⇒ 現行維持 

– 【現行】 外国子会社を通じた鉱業権等の海外資源開発投資の時、100%出資した子会社のみ許容 

 

█ 付加価値税法 

○ クレジットカード等の使用による付加価値税税額控除の控除率（1.3%、‘27 年以後 1%）の縮小 ⇒ 現行維持 

 

█ 相続税および贈与税法（※政府案が否決されたことにより改正事項なし） 

○ 相続税および贈与税の最高税率の引下げおよび最低課税標準区間の拡大 ⇒ 現行維持 

– 【現行】（最高税率）課税標準 30 億ウォンの超過 50%、（最低課税標準区間）1 億ウォン 

 

○ バリューアップ・スケールアップ・機会発展特区の創業・移転企業に対する家業相続控除の拡大 ⇒ 現行維持  

 

○ 筆頭株主等の保有株式割増評価の廃止 ⇒ 現行維持 
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例規・判例 

【裁判所】この事件福利厚生ポイントが旧所得税法上の勤労所得に該当するか否かが問題となった事件 

（最高裁判所 2024.12.24.宣告 2024 ドゥ 34122 判決、破棄差し戻し） 

 

▣ 争点 

選択型福利厚生制度を実施するにおいて所属役職員に付与したこの事件福利厚生ポイントが旧所得税法第 20条第 1項の勤労所得に該当するか

否か（積極） 

 

▣ 事案 

原告は化学製品、医薬品およびその他の製品の製造業等を目的に設立された法人であり、所属役職員が各自に付与された福利厚生ポイントの限

度内で事前に設計された様々な福利厚生項目のうち、個人が望む福利厚生項目および受益レベルを選択して受けるようにする制度（以下、「選択

型福利厚生制度」）を実施するにおいて、毎年定期的に所属役職員に福利厚生ポイント（以下、「この事件福利厚生ポイント」）を付与してきた。

2021 年 3 月 11 日、原告は「この事件福利厚生ポイントが所得税法上の課税対象となる勤労所得に該当しない」ことを前提に、この事件福利厚生

ポイントの相当額を 2015 年の課税対象から除外し、勤労所得税を改めて計算して既に源泉徴収・納付した勤労所得税額との差額に対する還付を

求める更正請求をしたが、被告がこれを拒否すると、被告を相手にその拒否処分の取り消しを求める審判請求を提起し、2021 年 10 月 18 日租税審

判院はこれを棄却した。 

 

判決要旨 

 

 

この事件福利厚生ポイントは旧所得税法第 20 条第 1 項の勤労所得に該当すると見るのが妥当である。具体的な理由は次の通りである。 

 

1）この事件福利厚生ポイントは原告が所属役職員に定期的に付与し使用するようにしたもので、直接的な勤労の対価ではなくても、少なくとも

上記の役職員が原告に提供した勤労と一定の相関関係ないし経済的な合理性に基づく対価関係が認められる給与には該当する。 

 

2）この事件福利厚生ポイントは健康管理、自己啓発等で使用用途が制限されており、一定期間内に使用しない場合、繰越されずに消滅して譲

渡不可能ではあるが、定められた使用期間と用途内では福利厚生ポイントを使用して必要な財やサービスを自由に購入できるため、役職員が福利

厚生ポイントを使用することで相当な経済的便益を得ていると見られる。 

 

3）選択型福利厚生制度の法的根拠となる勤労福祉基本法第 3 条第 1 項は勤労福祉の概念で「賃金勤労時間等の基本的な勤労条件」を

除外しているが、これは勤労基準法の規律対象である賃金勤労時間等、「基本的な勤労条件」を勤労福祉基本法の規律対象から除外するとい

う趣旨であり、基本的な勤労条件でない厚生等のその他の勤労条件まで、すべての勤労福祉の概念から除外するという趣旨ではない。勤労福祉

基本法第 3 条第 1 項を根拠に勤労福祉と勤労条件を両立不可能な概念として見ることはできない。 

 

それでも原審は判示と同じ理由だけでこの事件福利厚生ポイントが勤労所得に該当しないと判断した。このような原審の判断には所得税法上の

勤労所得の範囲に関する法理を誤解して判決に影響を及ぼした誤りがある。これを指摘する被告のこの部分上告理由の主張は理由がある。 
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【国税庁】貸倒要件不備により損金不算入した場合において、以後、貸倒事由が発生する事業年度に税務調整で貸倒

金の損金算入が可能か否か 

（事前-2024-法規法人-0838、2024.11.21.） 

 

▣ 質疑 

2016 事業年度に貸倒要件を満たさず損金不算入した国外特殊関係法人の売上債権に対し、2024 事業年度に債務法人の清算により分配される

財産がないことが確認された場合、税務調整で貸倒金の損金算入が可能か否か 

 

▣ 事実関係 

– 質疑法人は設立以後、血糖測定器およびコロナ等の様々な分子診断キット等を製造・販売する中小企業であり、2007 年アメリカ現地市場の開

拓のためにアメリカ法人とコラボレーションして海外現地法人を共同設立した 

– 海外現地法人に対する経営をアメリカ法人側が担当する過程で、不振な売上実績と持続的な営業損失により莫大な欠損金が累積される等、

現地法人の経営不良により質疑法人が回収しなければならない売掛金も 2010～2015 年の間に約***億ウォンに至った 

– 取り立て可能な金員を一部返済された後、残余債権の回収のために海外現地法人の売上先および法人経営者を相手に物品代金回収訴訟を

行い、これとは別に外部会計監査の時、未回収債権について回収可能性が低いと判断され、法人帳簿上の売掛金残高を貸倒計上し、同金額

は「法人税法」上の貸倒金要件を満たしていないと判断して損金不算入（留保）として税務調整した 

– 物品代金回収訴訟についてはコロナ禍等により裁判が長期間遅延したが、被告の無財産等の事由により終結しており、海外現地法人は換価可

能な財産が全くないことから清算（解散）を申請し、2024 年清算が完了した 

 

回答 

 

 

内国法人が国外特殊関係法人（以下、「債務法人」）との取引により発生した売掛金に対し、2016 事業年度に企業会計基準に従って損金と

して計上したが、法人税法上の貸倒要件不備により損金不算入した場合であり、該当事業年度以後に債権回収のための諸般の手続きを行った

にもかかわらず、2024 事業年度に債務法人の清算が終結したことに伴い、該当売掛金を回収することができなくなった場合、該当事由が発生する

事業年度（「2024 事業年度」）に税務調整で損金に算入できるものである。 
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【国税庁】国内事業場のある外国法人の本店が内国法人に財を供給した場合、国内支店の計算書発行義務 

（事前-2024-法規法人-0638、2024.11.28.） 

 

▣ 質疑 

維持補修サービスに必要な初期予備品に関して国内顧客と予備品供給契約を締結し、直接予備品を供給する取引について国内支店が「計算書」

を発行しなければならないか否か 

 

▣ 事実関係 

– **営業所（以下、「国内支店」）は**（以下、「外国本店」）の国内支店である 

– 外国本店は国内顧客が運営する天然ガス発電所に対し、ガスタービン設備および部品の点検等のサービスを提供する契約（以下、「維持補修サ

ービス」）を締結した後、国内支店を通じて維持補修サービスを提供しており、維持補修サービスに必要な初期予備品に関して国内顧客と予備品

供給契約を締結し、直接予備品を供給（「争点取引」）している（国内支店は維持補修サービスに関して国内顧客に税金計算書を発行してい

る） 

– 国内顧客は輸入者として予備品輸入申告を行い、付加価値税を納付しており、税関長は該当国内顧客に輸入税金計算書を交付する 

– 国内顧客は輸入した予備品に関して負担した付加価値税について、同輸入税金計算書に基づき買入税額控除を受けている 

– 国内支店は維持補修サービス対価および予備品供給対価を国内支店の益金に算入し、予備品供給に関して国内顧客に計算書を発行する 

 

回答 

 

 

天然ガス発電所を運営する国内事業者に、「法人税法」第 94 条による国内事業場を通じて維持補修サービスを提供する外国法人が国内事業

者と「維持補修サービスに必要な初期予備品」の供給契約を締結し、該当初期予備品を国内事業者に供給（以下、「争点取引」）する場合に

おいて、争点取引による対価が国内事業場に帰属する場合、該当外国法人の国内事業場は同法第 121 条により争点取引について計算書を発

行しなければならないものである。 
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